
  

 

 

 桐生市農業委員会では、令和８年７月１９日をもって任期が満了することに

伴い、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、担当地区内におい

て、農地等の利用の最適化の推進のための活動ができる者を以下のとおり募集

します。 

 

 

１ 募集期間  

令和８年３月１６日（月）から４月１５日（水）まで  

※ 平日の午前８時３０分から午後５時１５分までにご提出ください。  

 

２ 募集人数  

１２人  

区域ごとの募集人数は別表のとおりです。  

 

３ 任用期間  

農業委員会が委嘱した日（注）から令和１１年７月１９日まで（約３年） 

 （注） 令和８年７月下旬以降 

４ 身分  

桐生市の特別職の非常勤職員 

※ 秘密保持義務があります。 

 

５ 職務内容  

担当する区域で農業委員と連携し、主に以下の活動を行います。 

(1) 農業委員会の総会（毎月開催）への出席 

(2) 農地の利用の最適化の活動（担い手への農地の集積・集約化、遊休 

農地の発生防止・解消、新規参入の促進及び人・農地プランの実質 

化等）に対する取組  

(3) 農地パトロール（農地利用状況調査） 

(4) 研修会等の自己研さん 

 

６ 農地利用最適化推進委員報酬月額  

３２，２００円  

 

桐生市農業委員会 農地利用最適化推進委員募集要項 



７ 被推薦者・応募者の資格  

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次のいずれにも

該当するもの。  

 (1) 原則として、桐生市内に住所を有する者。ただし、農業委員会長が特に

認める場合にあっては、この限りではない。 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないもの。 

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者でないもの。 

(4) 桐生市暴力団排除条例（平成２４年桐生市条例第１３号）第２条第３号

に規定する暴力団員等でないもの。 

 

８ 推薦・応募方法  

桐生市内に住所を有する者（３人以上）又は、農業関係団体やその他の団

体から推薦を受けて申し込む方法と、自ら応募する方法の２通りがありま

す。  

次の様式に必要事項を記入し、桐生市農業委員会事務局へ直接提出してく

ださい。  

なお、推薦及び応募に係る書類は返却いたしませんのでご了承ください。 

(1) 推薦・応募様式  

① 推薦を受ける場合  

農地利用最適化推進委員推薦書（様式第１号）  

② 自ら応募する場合  

農地利用最適化推進委員応募書（様式第２号） 

 (2) 記入上の注意 

   別表に掲げる「担当区域」の中から推薦・応募する区域を選んで、様式

に記入して下さい。 

(3) 添付書類 

被推薦者又は応募者が桐生市外在住の場合は、被推薦者又は応募者の発

行後３ヶ月以内の住民票 

(4) 様式の入手方法  

桐生市農業委員会事務局（桐生市役所３階）及び新里・黒保根支所地域

振興整備課窓口にて配布するほか、桐生市のホームページからダウンロー

ドすることができます。  

  

 

 

 



(5) その他  

農地利用最適化推進委員及び農業委員の両方に、推薦又は応募すること

ができますが、両委員を兼ねることはできません。  

 

９ 選任方法  

提出された書類をもとに農業委員会総会の合議で選任します（必要に応じ

て面接を行います）。７月下旬に桐生市農業委員会が委嘱します。 

 

10 結果の通知  

選考の結果については応募者全員に文書でお知らせします。  

 

11 推薦・応募状況の公表について  

法令の規定に基づき、募集期間の中間及び期間終了後に、桐生市のホーム

ページ等で推薦及び応募様式に記載された事項（住所及び電話番号等を除

く）を公表します。  

 

12 問い合わせ・応募書類の提出先  

〒３７６－８５０１  

桐生市織姫町１番１号  

桐生市農業委員会事務局（桐生市役所３階）  

電話 0277-44-0781 

 

 

 

別 表  

担当区域ごとの募集人数 

担当区域 対象となる地域 定数 

第１区域 桐生地区（新里町及び黒保根町を除く桐生市の区域） ３人 

第２区域 新里地区（新里町の区域） ５人 

第３区域 黒保根地区（黒保根町の区域） ４人 

 


